
 

本集会で 24,867 筆を提出 

 9 月 21 日 13：30 から、参議院議員会館内

で,75歳以上の医療費２倍化中止署名提出集

会が開かれ、本日持ち寄られた署名 24,867

筆を提出。署名は累計834,878筆に達しました。 

引き続き闘う決意   

 主催者あいさつに立った保険医団体連合会

の住江さんは、困難な高齢者の生活実態をあげ、

物価急騰の中で高齢者の医療費負担を増やす

など許せないと述べ、配当、内部留保を増やし

続ける大企業にこそ負担をと訴えました。 

 日本高齢期運動連絡会の畑中さんが行動提

起を行い、怒りの新宿でも等への結集を訴える

とともに、社会保障の解体を許さず、引き続き

人権としての社会保障を確立する闘いを進め

ることを呼びかけました。 

 全日本年金者組合板

橋支部の大塚さん、全

日本民主医療機関連合

会の山本さん、日本高

齢期運動連絡会の菅谷

さん、神奈川社会保障

推進協議会の根元さん

がスピーチ。中央社会

保障推進協議会の林さ

んのリードで団結がんばろうを行いました。 

 

 9 月 25 日 17 時から 18時まで、新宿東口アル

タ前で、75 歳以上の医療費窓口負担２倍化中止

を求める大宣伝行動を実施。２倍化が実施され

る 10 月 1 日には、13時 30 分に新宿東口アルタ

前に集合し、 

10・1 怒りの 

新宿デモを行 

います。 

 団体・地域 

からの大結集 

を呼びかけま 

す。 

【速報】 ２０22/9/２2 

東京高齢期運動連絡会 

tokyo.koureiki@gmail.com 

豊島区南大塚３－４３－１３  

スミヨシビル３F 

０３－５９５６－８７８１ 

９・２５新宿大宣伝 9 月 25 日（日）17：00 新宿東口アルタ前 

１０・１新宿デモ 10 月 1 日（土）13:30 新宿東口アルタ前集合 

「２割負担の保険証が来た。私の

病気の治療は今月中には終わらな

い」と語る年金者組合の大塚さん 
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9.21 署名提出行動の行動提起 
2022 年 9 ⽉ 21 ⽇ ⽇本⾼齢期運動連絡会 事務局⻑ 畑中久明 

 
 75 歳医療費窓口 2 倍化が 10 ⽉ 1 ⽇より実施されよとしていますが、岸田政権の支持率
は急降下しています。コロナ対応、物価対策の無策さと、統一協会とブズブズの関係の自
⺠党と法的根拠のない国葬の実施と国⺠の声に全く⽿を向けない岸田⾸相に対する国⺠の
批判がますます⾼まっています。 
 ⾼齢期運動連絡会は 2 倍化の対象になる方々も含めて生活実態調査を行い、調査結果の
まとめを行っています。この調査には全国で 167 名の方が協力していただき、専門家によ
る個別聞き取りも 8 例協力いただきました。その結果をみても、⾼齢者の生活はぎりぎり
の状態で、将来に対する不安を抱えています。社会保険料と税金の負担が重く家計は赤
字、預金で補填しながらの生活です。預金は急速に減少、文化、教養、娯楽、交通費など
を削って生活する実情が明らかとなっています。将来不安が⾼まるのは当然です。医療費
が 2 倍化になれば、受診抑制が起こり健康悪化につながる、⾼齢者の文化的生活を奪う、
孤立がすすんでいくことが、実態調査を通して改めて明らかになりました。 
 75 歳医療器窓口 2 倍化は社会保障の解体をめざす「全世代型社会保障」政策の一環で
す。この 2 倍化の実施は多くの困難と混乱を⾼齢者にもたらします。10 ⽉ 1 ⽇実施に迫っ
ていますが、引き続き、「中止せよ」「物価⾼の中、せめて延期せよ」の声を挙げていきま
しょう。 
１）10 ⽉ 1 ⽇は国連が⾼齢者の権利や⾼齢者差別、⾼齢者虐待撤廃などの意識向上を目的
としている、国際⾼齢者デーです。「2 倍化」は⾼齢者に持ち込まれた差別です。この実施
に抗議の行動を全国各地で取り組みましょう。中央では 10 ⽉ 1 ⽇「いかりの新宿デモ」
を 13：30 分東口アルタ前に集合して行います。 
２）医療費の負担増にともなう混乱、困難などが起きてきます。「治療をやめる」「医療費
が払えない」など困難が予想されます。こうした声を集めて政府にぶつけていきましょ
う。政府は外来での負担増を 1 か⽉間 3 千円以内に抑える「配慮措置」を 3 年間行うとい
いますが、制度が複雑で周知されているとは言えません。負担増が厳しいから「配慮措
置」を行うというが、今の物価⾼が生活を圧迫しており「配慮措置」程度ではとても負担
軽減となりません。この以上は物価⾼の時はせめて延期しろの声を挙げていきましょう。 
３）社会保障が「助け合い制度」に変質させられ、「給付は⾼齢者中心、負担は現役世代中
心」と言って世代間対立をあおり、最終的にはすべての世代にわたって社会保障の削減を推
進しようとしています。これに対峙して、⽇本国憲法にある「健康で文化的な生活を保障す
る」人権としての社会保障をかかげて運動を進めていきましょう。かつて、老人医療費無料
化が全国に広がったそんな運動を今後作り出すために力を合わせましょう。⽇本⾼齢期運
動連絡会はいま「⽇本⾼齢者人権宣言」の策定をすすめています。この宣言は国連の⾼齢者
人権条約のとりくみに呼応して、⾼齢者一人ひとりの人権が保障される社会をめざしてい
ます。社会保障制度の解体を許さず、人権としての社会保障を確立するたたかいを進めてい
きましょう。 
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「75歳以上の医療費窓口負担２割化」中止を求める署名　紹介議員 6/28改訂

議員名 政党・会派 選挙区 議員名 政党・会派 選挙区 議員名 政党・会派 選挙区

1 小宮山　泰子 立憲 比例北関東 31 田島　要 立憲 千葉１区 1 宮沢　　由佳 立憲 山梨

2 笠　浩史 立憲 神奈川９区 32 柚木　道義 立憲 比例中国 2 真山　　勇一 立憲 神奈川

3 山崎　誠 立憲 比例南関東 33 中川　正春 立憲 比例東海 3 石垣　のりこ 立憲 宮城

4 大島　敦 立憲 埼玉６区 34 野間　健 立憲 鹿児島３区 4 木戸口　英司 立憲 岩手

5 青柳　陽一郎 立憲 比例南関東 35 末松　義規 立憲 東京19区 5 小沼　巧 立憲 茨城

6 中谷　一馬 立憲 比例南関東 36 谷田川　元 立憲 比例南関東 6 田島　麻衣子 立憲 愛知

7 森田　俊和 立憲 埼玉12区 37 井坂　信彦 立憲 兵庫１区 7 川田　龍平 立憲 比例

8 枝野　幸男 立憲 埼玉５区 38 小川　淳也 立憲 香川１区 8 打越　さく良 立憲 新潟

9 篠原　豪 立憲 神奈川１区 39 神谷　裕 立憲 比例北海道 9 熊谷　裕人 立憲 埼玉

10 櫻井　周 立憲 比例近畿 40 森山　浩行 立憲 比例近畿 10 長浜　博行 立憲 千葉

11 坂本　祐之輔 立憲 比例北関東 41 山田　勝彦 立憲 比例九州 11 田名部　匡代 立憲 青森

12 青山　大人 立憲 比例北関東 42 新垣　邦男 立憲 沖縄２区 12 横沢　高徳 立憲 岩手

13 下条　みつ 立憲 長野２区 43 本庄　知史 立憲 千葉８区 13 有田　芳生 立憲 比例

14 早稲田　ゆき 立憲 神奈川４区 44 伊藤　俊輔 立憲 比例東京 14 牧山　ひろえ 立憲 神奈川

15 馬淵　澄夫 立憲 奈良１区 45 笠井　亮 共産 比例東京 15 福山　哲郎 立憲 京都

16 阿部　知子 立憲 神奈川12区 46 赤嶺　政賢 共産 沖縄１区 16 伊藤　　　岳 共産 埼玉

17 菊田　真紀子 立憲 新潟４区 47 志位　和夫 共産 比例南関東 17 井上　　哲士 共産 比例

18 牧　義夫 立憲 比例東海 48 田村　貴昭 共産 比例九州 18 岩渕　　　友 共産 比例

19 吉田　統彦 立憲 比例東海 49 宮本　岳志 共産 比例近畿 19 吉良　よし子 共産 東京

20 岡本あき子 立憲 比例東北 50 本村　伸子 共産 比例東海 20 山下　　芳生 共産 比例

21 白石　洋一 立憲 比例四国 51 穀田　恵二 共産 比例近畿 21 山添　　　拓 共産 東京

22 米山　隆一 立憲 新潟５区 52 塩川　鉄也 共産 比例北関東 22 市田　　忠義 共産 比例

23 鎌田　さゆり 立憲 宮城２区 53 高橋　千鶴子 共産 比例東北 23 紙　　　智子 共産 比例

24 源馬　謙太郎 立憲 静岡８区 54 宮本　徹 共産 比例東京 24 小池　　　晃 共産 比例

25 太　栄志 立憲 神奈川13区 55 仁木　博文 無所属 徳島１区 25 倉林　　明子 共産 京都

26 近藤　昭一 立憲 愛知３区 56 大石あきこ れいわ 比例近畿 26 大門　実紀史 共産 比例

27 後藤　祐一 立憲 神奈川16区 27 田村　　智子 共産 比例

28 重徳　和彦 立憲 愛知12区 28 武田　　良介 共産 比例

29 藤岡　隆雄 立憲 比例北関東 29 木村　英子 れいわ 比例

30 奥野総一郎 立憲 千葉９区 30 船後　靖彦 れいわ 比例

31 福島　みずほ 社民 比例

32 高良　鉄美 沖縄の風 沖縄

合計88人

衆議院　第207・208回国会 参議院　第207・208回国会衆議院　第207・208回国会
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介護にまつわる不安や悩み 
ひとりで抱えず 

私たちに聴かせてください 
 
介護・認知症なんでも無料電話相談には、介護の

専門家が対応します。プライバシーは厳守しま

す。どうぞ安心してご利用下さい。 

2022 年 11 月 11 日(金) 10 時～18 時 
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事務連絡２１－０４号 

２０２２年９月９日 

加盟組織御中 

 

２０２２「介護・認知症なんでも無料電話相談」の実施について 

実施手順の送付と「実施アンケート」提出のお願い 

                    中央社会保障推進協議会 

事務局長 林 信梧 

  

連日のご奮闘に敬意を表します。 

第 12 回「介護・認知症なんでも無料電話相談」を行います。      

昨年(2021 年 11 月 11 日)実施した「電話相談」では、23 県社保協で取り組み 553 件の相

談が全国各地から寄せられ、深刻な介護の実態が明確になりました。詳しくは別紙の「社

会保障誌 No501」をご覧いただきたいと思います。 

新型コロナウイルス感染症の蔓延は、社会を支える介護という仕事の重要性を浮き彫り

にし、政府のこれまでの介護保険の見直しが、地域の介護基盤を大きく切り崩し、介護の

担い手の処遇や社会的地位を低く留め置いてきたことを明らかにしました。 

「認知症の人と家族の会」の本部へも相談員の派遣などご協力をお願いしています。各

県の「認知症の人と家族の会」へ申し入れて、共同の取り組みを計画していただくことを

お願いします。 

 

各県社保協には以下の 2 点についてお願いします。 

 

1. 各県の電話登録を別紙「介護・認知症なんでも電話相談／フリーダイヤル 設

定依頼書」を記入し送付をお願いします。(送付先は「平和電気」です) 

2. 「２０２２介護・認知症なんでも無料電話相談」の実施アンケート(別紙)を記

入し、中央社保協まで送付して下さい。 

 E-mail k25@shahokyo.jp  FAX 03-5808-5345 

   提出締切 10 月 20 日(木) 

 

【添付文書】 

1. 実施要綱案 

2. 介護・認知症なんでも無料電話相談・チラシ 

3. 「ご協力のお願い」文書 

4. 2021 年「介護・認知症なんでも無料電話相談」まとめ(社会保障誌 No.501) 

5. 認知症の人と家族の会へのお願い文書 

6. 2022 介護・認知症なんでも無料電話相談実施アンケート(中央社保協へ返信用) 

7. フリーダイヤル設定依頼書 2022 
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2022 年「介護・認知症なんでも無料電話相談」実施手順(マニュアル) 

2022 年 9 月版 

① フリーダイヤルの基本システムについて 

  基本となるフリーダイヤルの電話は、東京労働会館内会議室に設置します。 

  電話は、全国のフリーダイヤル番号で、各地の登録された電話番号に相談電話がか

かるように自動転送されます。 

  各県社保協では、別紙の「フリーダイヤル設定依頼書」を提出することで各県の登

録した市外局番からかかってきた電話については、各県社保協の登録された電話に

自動的に転送されます。 

  携帯電話も各県に自動で転送されます。 

 

② 実施日、実施時間帯を決定する 

  全国的には実施基本日時は、11 月 11 日(金)10 時～18 時です。 

  各県社保協では、実施日を変更する場合は、中央社保協事務局までご相談ください。

※尚、各県社保協が別日に実施すると、11 月 11 日(木)の東京での電話対応の負荷

が大きくなりますので、特別の事情がない限り 11 日(金)に実施してください。 

 

③ 各地の電話の登録の方法 

  別紙文書(「介護認知症なんでも電話相談フリーダイヤル 設定依頼書」)に、必要

事項の記入をお願いします。 

(注)実施日が異なる場合 

  「設定期間」の「期間設定」の欄に実施日を記載して下さい。 

  （尚、11 月 11 日に実施の場合は「11/11」と記載してください） 

  「設定依頼書」の送付先…平和電気(担当：中村さん) 

E-mail tusin@heiwadk.co.jp 

FAX   03-5979-9582  TEL 03(5979)9581 

  申し込み期限…１０月２０日(木) 必着 

※実施する県社保協の「設定依頼書」が揃っていないと全体の登録ができませんの

でよろしくお願いいたします。 

 

④ テスト期間 

  各県社保協の登録された電話番号との接続テストを１１月２日(水)9 時から 17 時

で行います。各県社保協は、自らフリーダイヤルに電話をかけて転送されるか確認

してください。臨時電話を敷設の場合は、平和電気担当者に必ず連絡・相談をお願

いします。 
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⑤ 費用について 

  フリーダイヤル設置の工事費用と通話料は各県社保協の負担となります。 

  電話機については、各県社保協にてご準備ください。 

  新規に電話回線を申し込んでフリーダイヤルの転送先にする場合は、１１月１日

（火）までに開通しておいてください。 

 

⑥ 相談員の配置について 

  各県社保協内で、民医連や医労連などと相談して配置してください。 

  認知症の人と家族の会本部には中央社保協より要請を行っています。 

尚、各県の認知症の人と家族の会支部との相談や要請の方法について、

良くわからない場合やルートが確立していない場合は、中央社保協事務

局にご相談ください。 

 

 

２０２２「介護・認知症なんでも無料電話相談 

◎日 程 ２０２２年１１月１１日（金）１０時～１８時 

◎場 所 中央は、東京労働会館内会議室で行ないます 

◎フリーダイヤル番号 ０１２０－１１０‐４５８ 
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2022 年「介護・認知症なんでも無料電話相談」実施要綱案 

 

1. 実施概要 

① 日程：2022 年 11 月 11 日(木)10 時～18 時 

   各県社保協の実施日・時間帯については、要相談 

② 主催：中央社保協、東京社保協、認知症の人と家族の会 

③ 目標：参加県社保協 30 県、相談件数 300 件 

    窓口設置…2019 年 24 県 252 件、2020 年 24 県 271 件、2021 年 23 県 553 件 

    相談あり…2019 年 35 県、2020 年 44 県、2021 年 41 県 

④ 場所：東京労働会館 並びに 各県社保協の指定場所 

    フリーダイヤル番号 0120-110-458 

⑤ 電話相談の意義 

  引き続き、コロナ禍の中で通所介護系を中心に打撃が大きく、在宅介護での困

難を抱える利用者・家族が増加するものと考えられる。施設でも面会制限など

介護サービスへの不安が高まることが予想される。改めて、全県社保協が相談

窓口設置の検討・協議をお願いします。 

  コロナ禍の状況も踏まえ、相談先を待っている多くの方の期待に応え寄り添い、

その当事者の皆さんの思いや願い、要求を実現する取り組みにつなげていきま

す。 

  厚生労働省は 2022 年 8 月に全国の高齢者施設で発生した新型コロナウイルス

のクラスター件数が、直近一週間で過去最多の 736 件、初めて 700 件を超えた

と公表しました。介護現場がおかれた状況は過酷の一言です。これまでも入居

者の重症化や職員の感染による人員不足が懸念されてきましたが、その深刻さ

が増しています。 

  このような、利用者・家族、介護従事者などより多くの事例を元に、介護改善

運動につなげていく。特に、各県・市町村との懇談や自治体キャラバン等で要

望を提出し、要求実現・問題解決につなげていきます。 

⑥ 電話相談実施の援助(中央社保協) 

  電話相談を実施するための準備や実施方法、体制などを示し、初めて参加の社

保協を援助する。 

  相談対応については、2021 年相談内容などを参考にする 

   ※各県社保協の判断で、相談内容については広げる検討は行うものとします 

 

2. 相談先(電話相談番号)を広く知らせるために 

 

○ 社保協並びに加盟・友好・協力団体内での徹底した広報活動を重視しましょう 

① 民医連、医療福祉連、保険医協会などの診療所や病院でのチラシの掲示・配布、宣

伝の協力依頼を強める。 

※告知の「版下」、チラシを元に 

  民医連、医療福祉連、保団連へのお願い内容 

  病院、診療所、介護事業所などでの患者、利用者への宣伝強化 

11



  友の会、各医療生協などのニュース、発行雑誌等での宣伝 

  当面、チラシはメールや HP からダウンロードをお願いする 

 

② 各団体・労働組合の新聞やニュース、出版物などに掲載依頼を強める 

  告知の「版下」、チラシの作成・配布 

  介護・認知症に関連する定型記事の配信 

  各団体・労働組合発行の新聞・雑誌などへの掲載の依頼(要請) 

  各県・地域での発行物への掲載の依頼(要請) 

 

③ 各県社保協であらゆるつながりを活かした宣伝等の具体化 

 

○ マスコミ対応を重視しましょう 

④ 2021 年度の活動経験を活かし、マスコミへの情報提供と取材・報道依頼を強める 

  記者会見などを通じたマスコミへの情報提供 

 「まとめ」を活用した 2021 年の状況、民医連事業所などでの実態、全労連・

医労連などがつかんでいる介護労働者の実態などを知らせつつ、できれば介護

保険をめぐる情勢などのレクチャーも交えて。 

 

○ SNS を活用した発信、広報を強化しましょう 

⑤ これまでのホームページ掲載に加え、Twitter、facebook などを活用した発信、広

報を積極的に取り組みます。 

 

 

以上 
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拠点：

期限日：

申込日： 組織名【 】 記入者氏名（ ）

■ 地域分割 □ 着信先追加 □ 着信先変更 □ 回線数増 □ □
□ 期間設定　　　／　　　　～　　　　／　　　　）

① ②

カナ：

〒

〒

□ アナログ □ INS64 □ その他 □ NTTひかり

〒

カナ

請求書送付先

住所

宛名

回線契約者住所

回線設置場所住
所
（契約者住所と同
じ場合は記入不

□ 契約者住所と同じ

回線種別 回線種別が分からない場合は、電話会社の料金明細からご確認ください。

受付エリア
各実施県の電話へ着信するように振り分けます。

（市外局番・地域コード）

着信先電話

回線契約名義人 回線数

設定内容 回線数減 その他（　　　　　　）

設定期間 日付（　　　　　　～　　　　　　）　時間（　　　　　　～　　　　　　）

＊臨時電話増設や、地域分割する場合は、この「設定依頼」を期限日厳守で送ってください。
期限日を過ぎた場合や内容に不備がある場合はご希望に添えないことがあります。

介護・認知症なんでも電話相談/フリーダイヤル　設定依頼

2022年10月20日 まで
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施
設
で
も
介
護
で
も

困
難
な
状
況
続
く

相
談
の
中
で
の
特
徴
は
、
コ
ロ
ナ

禍
で
施
設
で
の
介
護
も
在
宅
で
の
家

族
に
よ
る
介
護
も
、
大
変
困
難
な
状

況
が
続
き
、
や
れ
る
範
囲
で
自
己
努

力
を
行
っ
て
き
た
が
も
う
限
界
、
な

ん
と
か
し
て
欲
し
い
、
ま
ず
は
思
い

を
受
け
止
め
て
ほ
し
い
と
の
悲
痛
な

叫
び
が
全
国
各
地
で
出
さ
れ
ま
し

た
。
コ
ロ
ナ
禍
以
前
か
ら
度
重
な
る

介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
抑
制
・
制
限
の

政
策
が
あ
る
中
で
、
追
い
打
ち
を
か

け
る
コ
ロ
ナ
禍
と
い
う
事
態
の
中
で

さ
ら
に
一
層
介
護
利
用
者
、
家
族
、

介
護
従
事
者
が
苦
し
め
ら
れ
て
い
る

こ
と
が
、
昨
年
の
２
倍
の
相
談
件
数

と
な
っ
て
お
り
、
あ
ら
た
め
て
、
介

護
現
場
が
認
知
症
介
護
サ
ー
ビ
ス
の

充
実
を
求
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り

ま
し
た
。
ま
た
高
齢
介
護
者
が
相
談

し
や
す
い
医
療
・
介
護
機
関
を
求
め

て
い
る
こ
と
も
わ
か
り
ま
し
た
。
行

政
へ
の
働
き
か
け
を
強
め
ま
す
。

コ
ロ
ナ
禍
で

家
族
と
の
面
会
も
制
限

引
き
続
く
コ
ロ
ナ
禍
で
、
介
護
施

設
で
の
面
会
が
思
う
よ
う
に
進
ん
で

い
な
い
こ
と
へ
の
不
安
や
不
満
が
多

数
出
さ
れ
ま
し
た
。
ワ
ク
チ
ン
接
種

が
条
件
と
な
り
体
質
的
が
原
因
で
接

種
で
き
な
い
家
族
に
対
し
て
面
会
を

許
可
し
な
い
、
施
設
の
所
在
す
る
県

外
か
ら
の
面
会
は
許
可
さ
れ
な
い
な

ど
、
納
得
で
き
な
い
こ
と
が
話
さ
れ

ま
し
た
。
ま
た
、
や
っ
と
久
し
ぶ
り

に
タ
ブ
レ
ッ
ト
越
し
で
顔
を
見
る

と
、
印
象
が
変
わ
る
ほ
ど
に
痩
せ

細
っ
て
い
た
り
、
認
知
症
が
進
ん
で

い
た
り
と
の
悩
み
が
出
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
し
て
、
「
老
い
い
く
家
族
と

の
残
り
少
な
い
時
間
へ
の
焦
り
」
を

語
ら
れ
て
い
ま
す
。
介
護
施
設
と
の

信
頼
関
係
も
壊
れ
、
八
方
ふ
さ
が
り

に
置
か
れ
て
い
る
利
用
者
・
家
族
が

多
数
い
る
こ
と
も
わ
か
り
ま
し
た
。

ま
た
、
コ
ロ
ナ
禍
で
在
宅
介
護
の

比
重
が
高
ま
っ
た
事
の
反
映
と
思
え

る
相
談
も
多
数
あ
り
ま
し
た
。
「
一

人
で
の
夫
の
介
護
に
疲
れ
た
。
う
つ

2
0
2
1
年
１１
月
１１
日
の
「
介
護
の
日
」
に
、
全
国
を
対
象
に
公
益
社
団
法

人
認
知
症
の
人
と
家
族
の
会
と
中
央
社
会
保
障
推
進
協
議
会
・
東
京
社
会
保
障

推
進
協
議
会
は
共
同
で
、
今
年
で
１１
回
目
と
な
る
「
介
護
・
認
知
症
な
ん
で
も

無
料
電
話
相
談
」
を
行
い
ま
し
た
。
東
京
を
キ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
北
海
道
、

岩
手
、
秋
田
、
埼
玉
、
千
葉
、
神
奈
川
、
山
梨
、
岐
阜
、
静
岡
、
愛
知
、
三
重
、

滋
賀
、
京
都
、
大
阪
、
兵
庫
、
鳥
取
、
広
島
、
山
口
、
香
川
、
高
知
、
宮
崎
、

鹿
児
島
、
計
２３
都
道
府
県
で
相
談
窓
口
を
設
け
て
、
全
国
で
5
5
3
件
（
昨
年

2
7
1
件
の
2
倍
）
の
相
談
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

京都会場のよう す

月 日「介護の日」11 11

「 介護・認知症なんでも無無無話相談」
の結結について（ 速速速）

中中中会中中中進中中会
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状
態
の
精
神
状
態
で
す
。
こ
の
先
、

こ
の
介
護
は
い
つ
ま
で
続
く
の
か
」

「
コ
ロ
ナ
感
染
予
防
の
た
め
、
通
い

で
の
家
族
の
支
援
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
な
い
」
な
ど
孤
立
し
た
家
族
介

護
の
実
態
も
見
え
て
き
ま
し
た
。
そ

う
し
た
中
、
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
な
ど

専
門
職
と
の
相
談
の
機
会
、
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
機
会
も
薄
く
な
り

信
頼
関
係
が
壊
れ
る
中
で
、
相
談
先

を
失
っ
て
い
る
方
も
い
く
人
も
見
受

け
ら
れ
ま
す
。

制
度
改
悪
に
よ
る

負
担
増
に
悲
鳴

8

月
の
補
足
給
付
の
制
度
改
悪

で
、
2

万
円
以
上
の
負
担
増
に
な
り
、

払
え
な
い
、
退
所
を
考
え
ざ
る
を
得

な
い
な
ど
の
相
談
も
多
数
寄
せ
ら
れ

ま
し
た
。

さ
ら
に
、
例
年
よ
り
一
層
多
く

な
っ
た
の
が
、
「
と
に
か
く
、
一
度

話
を
聞
い
て
も
ら
い
た
か
っ
た
」
な

ど
差
し
迫
っ
た
不
安
の
中
、
無
話
を

か
け
て
き
て
い
る
方
で
す
。
コ
ロ
ナ

禍
で
家
族
間
、
知
人
間
の
交
流
も
制

限
さ
れ
る
状
況
が
続
き
、
相
談
を
す

る
機
会
を
失
っ
て
、
速
道
を
見
て
い

て
も
立
っ
て
い
ら
れ
ず
無
話
を
し
て

き
た
様
子
が
伺
わ
れ
ま
す
。

最
後
に
、
相
談
内
容
で
い
わ
ゆ
る

「
8

0

5

0

問
題
」
に
関
わ
る
も
の

が
引
き
続
い
て
あ
り
、
高
齢
の
親
に

依
存
す
る
子
ど
も
へ
の
対
応
で
の
悩

み
が
解
決
で
き
て
い
な
い
こ
と
も
明

ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

国
民
が
本
当
に
願
う

「
介
護
の
中
会
化
」
を

政
府
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
を

抑
制
す
る
政
策
を
さ
ら
に
押
し
進
め

よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
、

こ
の
無
話
相
談
に
寄
せ
ら
れ
た
「
苦

悩
」
や
「
叫
び
」
と
も
言
え
る
相
談

内
容
を
真
正
面
か
ら
と
ら
え
て
、
国

民
が
本
当
に
願
う
「
介
護
の
中
会

化
」
が
実
現
で
き
る
よ
う
、
介
護
中

険
制
度
の
抜
本
的
な
改
革
を
求
め
て

い
き
ま
す
。

（
な
お
、
詳
細
の
ま
と
め
・
分
析
は

今
後
行
い
、
公
表
し
て
い
く
予
定
で

す
）窓

口
を
設
置
し
た
都
道
府
県
中
中

中
の
件
数
…

総
合
計
5

5

3

件

北
海
道
５５
件
、
岩
手
５１
件
、
秋
田

6

件
、
埼
玉
２２
件
、
千
葉
５１
件
、

東

京
５
４
８
件
（
メ

ー

ル
2

件

含
）
、
神
奈
川
４２
件
、
山
梨
3

件
、

岐
阜
２５
件
、
静
岡
５４
件
、
愛
知
２８

件
、
三
重
5

件
、
滋
賀
6

件
、
京

都
２５
件
、
大
阪
５８
件
、
兵
庫
２５
件
、

鳥
取
0

件
、
広
島
２２
件
、
山
口
3

件
、
香
川
1

件
、
高
知
7

県
、
宮

崎
５２
件
、
鹿
児
島
５２
件

鹿児島では17 件の相談を受けた

広島会場にも 取材が入っ た愛知会場の相談員たち
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国会・参議院議員会館B104+Web（Zoom）
※当日のZOOMのURLは、別途ご案内します

日 時

会 場

☆集会参加のお申込み★
新日本婦人の会、医療福祉生協連、全日本民医連、全国保険医団体連合会、中央社保協まで

上記の団体加盟以外の方は、undow@doc-net.or.jpにご連絡をお願いします。

★お問い合わせ☆全国保険医団体連合会まで（電話:０３-３３７５-５１２１ ファクス:０３-３３７５-１８６２ ）

＊集会資料は子ども医療全国ネットホームページ
（https://kodomoiryou.jimdofree.com/）に前日までにアップいたします。

主 催 子ども医療費無料制度を国に求める全国ネットワーク(子ども医療全国ネット）
共催 中央社保協

内 容
〇特別報告 「子育て世代生活実態調査」より

講師・佐藤洋一先生（和歌山生協病院）

〇各地の取り組み報告 他

２０２２年10月３日（月） １３：００～１４：３０（予定）

新・署名スタート！！
子ども医療全国ネット国会内集会

今こそ国による
子ども医療費窓口負担無料制度を！

私たちが乳幼児医療全国ネットとして取り組みを始め
てから約20年、地域住民、医療関係者などの強い要望
と運動で、自治体による子どもの医療費助成は大きく広
がり、2019年現在、「中学卒業まで」助成をしている市町
村は、「通院」、「入院」ともに９割を超えています。

今、新型コロナウイルス感染拡大により、暮らしや雇用
が脅かされ、子どもたちを取りまく環境も大きな影響を受
けています。こうした時でも、経済的状況に左右されず、
医療へのアクセスを保障する制度として、子ども医療費
無料制度の意義は高まっています。今こそ、国による子
ども医療費無料制度の創設が強く求められています。

私たちはこうした情勢の下、18歳までの医療費窓口負
担の無料の国制度の創設、国保のペナルティ完全廃止
を実現するため、新署名をスタートさせます！

新・署名スタート！国会内集会を開催します。
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①新・署名を大きく広げよう！目標は３年間で100万筆
〇署名の取り組み期間（2022年10月～2025年５月）、目標 100万筆！

第一次：2022年10月～2023年５月 目標30万筆→2023年５月に国会で署名提出集会を行います！

②地域から子ども医療費無料の動きをさらに広げよう
自治体の医療費助成の拡充や、国制度創設に向けた自治体からの動きを作るため

◆2023年の統一地方選挙も見据え、議会、議員、候補者等への要請、候補者アンケートなどに取り組もう

◆国に対する意見書採択に取り組もう→47都道府県議会での採択を目指そう！

③SNSなどを活用し、幅広い層への働きかけを！

ネット署名も取り組みます！拡散をよろしくお願いします。

今こそ国による18歳までの
子ども医療費無料制度を実現させよう！

運動の提起 （2022.10.3）

QR
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厚生労働大臣 加藤勝信 殿 

2022 年 10 月 20 日 

「＃いのちまもる 医療・社会保障を立て直せ！10・20 総行動」実行委員会 

 

国の責任でいのちと人権が守られる医療・社会保障を求めます 

  

貴職におかれましては、国民の生命と暮らしを守るため、日夜国政の重責を果たされていますこ

とに心より敬意を表します。 

私たちは医師・歯科医師、看護師、介護職員、保育士など医療・福祉従事者で構成する「＃いのち

まもる 医療・社会保障を立て直せ！10・20 総行動」実行委員会です。私たちは 10 月 20 日、日比

谷野外音楽堂と全国を Web でつなぎ、「＃いのちまもる 医療・社会保障を立て直せ！10・20 総行

動」を開催し、「医療・社会保障の充実で、いのちと人権まもる政治への転換を」などアピールを行

いました。 

長期化するコロナ禍は、政府が推し進めてきた医療・介護・福祉などの社会保障費抑制政策の誤り

を明らかにしました。「助けられたはずのいのちを助けられない」という「医療崩壊」「介護崩壊」が

現実のものとなっているにもかかわらず、政府は社会保障費抑制の姿勢を変えていません。 

21 年秋以降の物価上昇は、四半世紀にわたって賃金が上がっていない労働者のくらしや、年金が

引き下げられた高齢者のくらしに深刻な影響を及ぼしています。今こそ国民のくらしを支える抜本

的な対策が必要です。 

しかし、政府は 23年度の予算編成において、社会保障費を抑制する一方で防衛費を増大させ、「改

憲」、「防衛力の強化」など、戦争できる国づくりを進めています。しかし、コロナ禍やウクライナ侵

略で多くのいのち、くらしが奪われていくのを目の当たりにしている今こそ、憲法、平和をまもり、

いのちと暮らし、人権をまもる政治が求められています。 

「いつでも、どこでも、誰でも、必要な時に、安全・安心の医療・介護が受けられる」ことは、国

民の最も切実な願いであると同時に、憲法で保障された国民の権利です。国民のいのちと健康を守

り、新型コロナウイルス感染へ引き続き対応を行うためにも、これまで以上の医療提供体制が確保

できる財政措置と、低医療費政策を転換させて必要十分な医療提供体制を確保することが必要です。

以上のことから、私たちは下記の実現を求めます。 

 

要求項目 

 

一、今もなお続く新型コロナ感染拡大や、今後も発生が予想される新たな感染症拡大などの事態に

対応できるよう、医療、介護、福祉に十分な財源を確保すること 

一、医師、看護師、介護職員、医療・介護従事者、保育士などを大幅に増員し、処遇改善を行うこ

と 

一、長時間労働を是正し、安心して働き続けられる職場社会にすること 

一、安全・安心の医療・介護を保障する診療報酬、介護報酬を大幅に引き上げること 

一、患者・利用者の負担増は今すぐやめること 

・75 歳以上の患者窓口負担割合の２割化、大病院受診時定額負担の拡大、薬の保険外しなどさらな

る患者負担増は中止し、患者負担を軽減すること 

・介護利用料２割・３割負担の対象者拡大、ケアプランの有料化、介護保険の要介護１、２の生活援

助サービスの保険外しなど、利用者負担増はやめること 

一、医療・介護・福祉を充実し、地域で安心して住み続けられるようにすること 

・国保、介護の国庫負担を増やし、保険料（税）を引き下げること 

・地域医療構想による急性期病床の削減、公立公的病院の統廃合計画を抜本的に見直すこと 

・保健所の増設・保健師等の増員など公衆衛生行政の拡充を図ること 

以上 
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 ＃いのちまもる 

医療・社会保障立て直せ！ 

10・20 国民集会 

事務局の手引き（案） 
 

 

 

●2022 年 10 月 20 日（木） 
  集  会    13:00～14:20 

  パレード      14:30～16:30 

   

●東京・日比谷野外音楽堂 
  東京都千代田区日比谷公園 TEL 03（3591）6388 

 
 

●主 催 
22 年秋「＃いのちまもる 医療・社会保障立て直せ！10・20 総行動」実行委員会 

全国保険医団体連合会（保団連） 

全日本民主医療機関連合会（民医連） 

日本医療福祉生活協同組合連合会（日本医療福祉生協連） 

新医協（新日本医師協会） 

中央社会保障推進協議会（中央社保協） 

日本医療労働組合連合会（日本医労連） 

日本自治体労働組合総連合（自治労連） 

全国福祉保育労働組合（福祉保育労） 

全国大学高専教職員組合（全大教） 

東京医療関連労働組合協議会（東京医療関連協） 
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5 

 

７ 集会プログラム 
13：00 総行動開始  司会:     (自治労連)・     (東京医療関連協) 

 主催者挨拶（3 分） 佐々木委員長（医労連） 

13：05  トークショー（15～20 分）せやろがいおじさん（お笑い芸人・YouTuber）  

13：25  メッセージ紹介 司会が紹介 医師会、看護協会 

13：30  国会議員挨拶 立憲野党 （1 政党 5 分） 

13：45  リレートーク ２５分（＠３分×６人＋出入り時間） 

①医師から ◇ 

②保育現場から ◇松本恵美子さん（福保労神奈川県本部） 

③介護現場から ◇ 

④看護現場から ◇ 

⑤地域から（保健師）       ◇田村道子さん（新医協副会長） 

⑥患者から ◇ 

14：10 集会アピール確認（5 分）読み上げ 白井千菜（新医協） 

シュプレヒコール（時間調整） コーラー     （医労連） 

14：15 パレード指示（5 分）     （東京医療関連協）  

14：20 閉会挨拶  住江会長（保団連） 

パレードへの移動仕切りの責任者     （東京医療関連協） 

14：30 パレード開始 銀座デモ（サウンドカー２台） 
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12 

 

＜警備・会場整理関係＞ (消火班) ＊会場内禁煙 

○警備・会場整理・清掃責任者 

   日本医労連    鎌倉 090-1613-6563 

＊警備・会場整理・清掃担当 

日本医労連  ３ 内田、五十嵐、保科 

自治労連   １  

東京医療関連協３  

 

 ＜パレード関係＞ (避難誘導班)  

   ○パレード総指揮 日本医労連     林  090- 

○デモ切り責任者 東京医療関連協  青山 

○出発点誘導責任者 日本医労連     櫻井、山崎 

 ＊出発地点担当 東京医療関連協２（舞台からの誘導含む）    

    日本医労連   寺田、金子、瀧川 

※総指揮はパレード先頭と一緒にでる。 

※パレードの梯団ごとに、横断幕 1 枚、スティックバルーン 100 セットを渡す。 

※宣伝カーは、図書館側一列で待機。駐車誘導・責任者（医労連：五十嵐）。 

※スティックバルーンは、各自持ち帰り。デモ指示の際に説明。横断幕は回収。 

     

○解散地点誘導責任者 日本医労連      森田 

＊解散地点担当（小ハンドマイクで誘導） 

自治労連   １  

    東京医療関連協１  

     全日本民医連 １  

     保団連    １  

○解散地点での激励 日本医労連   森田 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27



 

14 

 

14 会場配置図概要 （梯団順にスタートします） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※動画撮影用の真壁さんの席（最前列中央の席 A1 の 25 番）を確保しておく。 

※パレードに出る順で座っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～席についての注意事項～ 

・着席する際は隣の人と 2ｍ以上

間隔をあけて座って下さい！ 

・必ずマスクを着用下さい。 

・具合が悪くなったら、受付に

ご連絡ください。 

霞門側の門 

は閉鎖 

カメラ 
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奈良県香芝市議会９⽉本会議初⽇（９⽉５⽇）の傍聴報告と 

とりあえずのお礼 
２０２２年 ９⽉ ５⽇ 
奈良県生活と健康を守る会連合会 

事務局⻑ 飯尾⼤彦 
℡      090-3846-8213 
Email  :  hiko1213@nike.eonet.ne.jp 

 
 
 この度は緊急の協力要請に対して皆様には⼤きなお力をいただきました。改めて厚く御礼を申し上げ
ます。 

本⽇（９⽉５⽇）奈良県香芝市議会本会議が開催されました。当初は午前９時開会の予定でしたが３０
分遅れの開会となりました。本会議開会前に急遽、議会運営委員会が開かれていたようです。本会議開会
後、議会運営委員⻑より、懲罰特別委員⻑から⻘⽊恒⼦議員に対する懲罰議案取り下げの申し出があっ
たため、同議案の審議はしないとの報告があり、本会議では複数の議員や⻘⽊恒⼦議員本人からも取り
下げの理由について質問が出されましたが、議会運営委員⻑は「懲罰特別委員会から議案取り下げの申
し出があったから」としか答えられないとの回答であった。取材をしていた一部メディアは、「奈良地裁
が９⽉１⽇付で議会に対し、同議員の出席停止処分を行わないよう仮の差し止めを決定したことが影響
したものとみられる」と論じています。また、懲罰特別委員会の「中⾕委員⻑は報道陣の取材に対し、今、
言えるのは初⽇に報告することを取り下げたということだけだ、と述べるにとどまった。地裁の決定後、
委員会は開いていないといい、定例会会期中に開きたいとした」と論じています。 
 この後の本会議は⻘⽊恒⼦議員も通常通り参加し、審議が進められました。 
 
 この度の私どもからの緊急の支援・協力要請に対しいち早くご対応いただき誠に心強く感じておりま
す。またたく間に全国に広げていただきました。仮の差し止め決定に対する弁護団の取り組みや仮の決
定が出た後の弁護団からの各市議に対する通知などが⼤きな力を出したということだと思いますが、全
国からの抗議の取り組みは（現段階では支援の全貌はまだつかめてはおりませんが）当事者をはじめ地
元の支援者には⼤きな力となり、３⽇に現地で開催された「懲罰を許さない集会」は熱気あふれるものと
なりました。とりあえず第一弾のお礼を述べさせていただきます。 
 
 今後は奈良地裁での本訴の闘いや、一旦は取り下げられた懲罰議案の行く末、近云開催される懲罰特
別委員会の模様、議会からの⼤阪⾼裁への抗告など、まだまだ注視していく必要が残されていると考え
ています。引き続きご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。 
 
 最後に再度、この度のご支援・ご協力、地元には⼤きな力を育てていただきました。重ねて御礼を申し
上げます。                                      

31



生活保護基準引下げ違憲訴訟　各地の裁判進行表
＊原告数は提訴した最初の人数です。地裁判決欄中のⓥマークは原告側一審勝訴の印です。 2022年9月20日現在把握分

２次 3次 支援する会

新規 新規 有◎ 最近の口頭弁論 次回弁論等 この間の弁論等

1 佐賀 15 9 24 2014年2月25日 2022年5月13日 2022年5月24日 8 ◎ 21年12月24日（結審） 22年5月13日(金)13:10～(不当判決) 21年9月3日(第27回) 22 19

2 熊本 49 49 2014年5月15日 ⓥ　2022年5月25日 2022年6月7日 16 ◎ 22年1月12日（結審） 22年5月25日（水）14:00～(勝訴判決) 21年11月24日（第33回） 36 36

3 愛知 16 5 21 2014年7月31日 2020年6月25日 2020年7月7日 17 ◎ 国賠（1万円） 22年7月11日(高裁５回) 22年10月7日(金)14:00～(高裁6回) 22年4月25日(中止) 18 13

4 埼玉 28 7 35 2014年8月1日 18 ◎ 国賠（1万円） 22年8月24日（第30回） 22年12月14日（水）13:30～（結審） 22年6月29日（第29回） 32

5 三重 27 27 2014年8月1日 5 ◎ 22年7月14日（第33回） 22年10月6日（木）11:00～(第34回） 22年4月21日（第32回） 24

6 宮崎 4 4 2014年9月17日 3 ◎ 22年7月29日（第29回） 22年9月30日（金）14:00～(第30回) 22年6月17日（延期） 4

7 群馬 10 10 2014年9月22日 16 ◎
冬季加算、期
末一時扶助、

22年9月14日（第29回） 23年2月1日（水）14:30～（第30回） 22年5月18日（第28回） 8

8 石川 4 4 2014年10月15日 2021年11月25日 2021年12月8日 12 ◎ 国賠（25万円） 21年11月25日（不当判決） 22年10月3日（月）13:30～（高裁1回） 21年6月7日(結審) 4 4

9 沖縄 9 9 2014年10月17日 3 ◎ 22年9月15日（第43回） 22年11月15日(火)13:30～（第44回） 22年7月14日（第42回） 9

10 和歌山 9 2 11 2014年10月27日 7 ◎ 国賠（5万円） 22年7月22日（第35回） 22年11月11日（金）14:00～(第36回) 22年6月3日（第34回） 10

11 岡山 46 46 2014年10月30日 ◎ 国賠（1万円） 22年5月25日（第26回） 22年9月21日（水）11：00～（第27回） 22年3月16日（第25回） 37

12 滋賀 5 8 13 2014年10月31日 18 ◎ 国賠（1万円） 22年7月7日(第32回) 22年9月27日（火）13:30～(第33回) 22年4月14日(第31回) 11

13 愛媛 42 42 2014年11月11日 3 ◎ 22年8月31日  (第24回） 22年12月7日（水）14:00～ (第25回） 22年5月11日  (第23回） 36

14 広島 63 63 2014年11月21日 45 ◎ 22年6月13日（第27回） 22年10月12日(水)10:30～（第28回） 22年3月9日（進行協議） 57

15 北海道 142 7 4 153 2014年11月28日 2021年3月29日 2021年4月12日 23 ◎ 札幌、旭川、釧路 22年7月27日（高裁１回） 22年10月(進行協議) 21年4月12日（控訴） 136 102

16 千葉 12 12 2014年11月28日 12 ◎ 22年9月16日（第27回） 22年12月2日(金)11:00～(第28回) 22年6月10日（第26回） 12

17 大阪 51 2 53 2014年12月19日 ⓥ　2021年2月22日 2021年3月8日 16 ◎ 国賠（1万円） 22年7月13日（高裁5回） 22年9月27日(火)14:00～（高裁6回） 22年4月21日（高裁4回） 42 42

18 京都 57 57
１４年１２月２５日、１５年１

月１５日
2021年9月14日 2021年9月22日 ◎ 国賠（1万円） 22年7月25日（高裁1回） 22年11月14日（月）15:00～(高裁2回) 21年9月14日（不当判決） 44 35

19 富山 3 2 5 2015年1月8日 7 ◎ 国賠（5万円） 22年7月13日（第24回） 22年11月2日（水）13：30～(第25回) 22年4月27日（第23回） 5

20 奈良 2 3 5 2015年2月13日 ◎ 22年4月26日（第28回） 22年10月11日（火）14:00～（結審） 22年1月13日(第27回) 5

21 福岡 103 5 9 117 2015年3月16日 2021年5月12日 2021年5月24日 12 ◎ 国賠（10万円） 22年6月24日(高裁2回) 22年10月21日（金）14:00～(高裁3回) 22年2月4日（高裁1回） 91 44

22 兵庫 6 18 24 2015年5月18日 2021年12月16日 2021年12月28日 18 ◎ 21年12月16日（不当判決） 22年10月14日（金）15:00～（高裁1回） 21年7月29日（結審） 24 21

23 秋田 48 5 53 2015年5月22日 2022年3月7日 2022年3月18日 6 ◎ 22年3月7日（不当判決） 22年12月22日（木）14:00～(高裁1回) 21年11月1日（結審） 48 14

24 東京(八朔) 33 33 2015年6月19日 ⓥ　2022年6月24日 2022年7月8日 (◎) 国賠（1万円） 21年12月22日（結審） 22年6月24日(金)15:00～(勝訴判決) 21年6月25日（第18回） 29 29

25 静岡 5 4 9 2015年7月9日 7 ◎ 22年7月7日（第25回) 22年11月17日(木)13:30～(第26回) 22年6月23日（第24回） 8

26 神奈川 48 48 2015年9月24日 12 ◎ 国賠あり 22年4月20日（結審） 22年10月19日（水）11:30～（判決） 21年12月13日（第22回） 39

27 鹿児島 32 32 2015年12月24日 21 ◎ 国賠あり 22年9月12日（第23回） 22年12月19(月)14:30～（第24回） 22年6月15日（第22回） 31

28 宮城 1 1 2016年2月29日 2022年7月27日 2022年8月8日 4 (◎) 22年2月28日（結審） 22年7月27日（水）13:10～（不当判決） 21年12月15日（第25回） 1 1

29 青森 4 4 2017年1月27日 ◎ 22年9月2日（第23回） 22年12月16日（金）13:30～（結審） 22年6月10日（第22回） 3

30 東京（新） 39 17 1 57 2018年5月14日 ◎ 国賠（1万円） 22年7月19日（第12回） 22年10月27日（木）11:00～（第13回） 22年2月8日（第11回） 56

合計 913 94 14 1021 309 882 360

※静岡の2018年引き下げ提訴の弁論は、6/19(第1回)、10/2(第2回)、21年1/29(第3回)、5/14(第4回)14:30～、22年2/4(第5回)14:30～

〈今後〉大阪(高裁6回)2022年9月27日は証人尋問、同大阪、12月7日15時～(結審)、宮崎(30回)2022年9月30日(金)14;00～:(結審か？)、和歌山(36回)2022年11月11日(金)14:00～(予定、結審か？)

愛知(高裁7回)2022年11月28日(月)14:00～、三重(35回)2023年1月26日(木)13:30～、群馬(31回)2023年6月14日(水)14:30～

いのちのとりで全国アクション事務局

控訴審の
原告数

弁護団 提訴内容 最新の
原告数

裁判の現段階
控訴日県名 原告数 提訴日合計 地裁判決
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声 明 

障害者権利条約に基づく日本政府への総括所見の公表を受けて 

～障害のある人の地域生活の真の向上のために～ 
 

2022 年 9 月 13 日 

 

きょうされん常任理事会 

 

 去る 8 月 22 日～23 日、ジュネーブの国連本部で障害者権利条約に基づく初めて

の日本の審査が行われ、日本からも 100 名を超える障害のある人や関係者が駆け付け

た。これを受け障害者権利委員会は、第 27 会期最終日の 9 月 9 日に締約国である日

本への総括所見を公表した。会期内に日本を含む審査対象国すべての総括所見が発表

されるのは異例の速さだという。18 名の障害者権利委員をはじめとする関係者の皆さ

んの真摯なとりくみに、まずは心からの感謝と敬意を払いたい。 

 それにしても二日間の審査では、政府報告と民間団体のパラレルレポートを踏まえ

て日本の障害施策の課題の本質に迫る質問を投げかける権利委員と、法制度の紹介や

自身のとりくみの正当化に終始した日本政府との姿勢の違いが際立った。例えば、権利

委員の一人が日本の法律に障害の医学モデルが残されていることを指摘し、これを人

権モデルに転換する展望を問うたのに対し、政府は障害者基本法で差別禁止を規定し

ていることなどを述べるに過ぎなかった。日本の法制度を国際水準から見つめなおし、

障害のある人のために前進させる格好の機会である審査の場では、法制度の不十分な

点を率直に受け止める謙虚さが必要ではなかっただろうか。 

 一方、審査を通じて権利委員の真剣な姿勢がひしひしと伝わってきただけに、わたし

たちは総括所見に期待を膨らませた。そしてこの度、ごく一部を除いてわたしたちが願

っていた良質の総括所見が発表された。その一部を以下に紹介する。 

 

〇安永健太さん事件を通じて、警察官職務執行法の中の「精神錯乱」という侮蔑的用語

を訂正する必要性が指摘されているが、総括所見では障害に基づく侮蔑的表現の廃

止が勧告された。（１－４条） 

〇優生思想や能力主義を撲滅するために、津久井やまゆり園事件を検証することが勧

告された。（１－４条） 

〇障害女性の複合差別について、一般の女性施策に障害の観点を盛り込むことと、障害

施策にジェンダーの視点を盛り込むことが勧告された。（6 条） 

〇障害のある人に対する否定的な固定観念、偏見、有害な慣行を排除する国家戦略の採

択が勧告された。（8 条） 

〇災害時の合理的配慮の提供を強化するための法改正や仮設住宅その他の支援を障害

のある人に利用しやすいものにすること、コロナ対応においてワクチンや保健サー

ビス等への平等なアクセスの確保などが勧告された。（11 条） 

〇精神障害のある人の強制入院制度や強制治療を廃止することが要請された。（14 条

15 条） 

〇虐待防止法を見直し障害のある人への暴力の防止をあらゆる場面に拡大することが

勧告された。（16 条） 
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〇障害のある人が地域で自立して生活するための支援体制の強化等が強く要請された。

（19 条） 

〇通勤・通学などの目的で障害者総合支援法の支援が利用できないという制限を撤廃

することが勧告された。（20 条） 

〇職場でより多くの支援を必要とする人への介助等の支援の利用を制限する法的規定

を撤廃することが勧告された。（27 条） 

〇障害団体と協議をして障害年金の額を見直すことが勧告された。（28 条） 

〇パリ原則に基づく国内人権機関を設立することが勧告された。（33 条） 

 また、障害者権利委員会はすべての勧告の重要性を強調したうえで、特に 19 条（自

立した生活及び地域社会への包容）と 24 条（教育）の勧告への日本政府の注意を喚

起している。 

 

 次に、総括所見の中で残されている課題を指摘しておく。 

 一つは 17 条関連で、優生保護法問題について総括所見では現行の一時金支給法の

改正が勧告された。しかし、一時金が支給された人が極端に少ない等、この法の実効性

は大いに疑問視されている。優生保護法被害問題の全面解決のためには、まず政府が最

高裁への上告を取り下げることが必要であり、さらに一時金支給法を凌駕する視点が

求められる。 

 二つ目は 27 条関連で、いわゆる福祉的就労の場の取扱いだ。障害者権利委員会は、

障害のある人が集まって働く福祉的就労の場はインクルーシブの観点と相いれないと

して、一貫して否定的な勧告を行ってきた。今回も、保護された作業所などから一般労

働市場への移行を加速させることが勧告されたが、福祉的就労の場の段階的廃止等ま

では言及されなかった。ただ、同日に発表された 27 条に関する一般的意見では「15.

障害者のための保護された作業場などの分離された雇用は・・・労働する権利の漸進的

実現の措置として考慮されるべきではありません。」など、福祉的就労の場への否定的

見解を明らかにしている。今の日本から福祉的就労の場がなくなれば、多くの障害のあ

る人が働く場を失うであろうことを思うと、この点は引き続き議論していく必要があ

る。 

 

 今回の総括所見は間違いなく、障害のある人の地域生活の前進を願うすべての人の

今後の取組の力になるだろう。総括所見で示された事項を一つ一つ実現するために、改

めて障害者権利条約を掲げ、多くの市民との共同を広げていきたい。また政府と自治体

には、障害団体との緊密な協力の下で、この総括所見の実施に向けて真摯に取り組むこ

とを求めたい。 

 

 

【問い合わせ先】 

きょうされん事務局 

Tel：03-5385-2223 

E-mail：zenkoku@kyosaren.or.jp 
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